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はじめに

札幌市では、昭和52年（1977年）、アイヌ民族の生活の安定・向上のため、住宅新築資

金等の貸付事業を開始しました。また、昭和 53年（1978 年）には、札幌市生活館を設置す

るとともに、アイヌ生活相談員を配置し、アイヌ民族の生活に関わる相談への対応を開始し

ました。 

そして、平成９年（1997 年）、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の

普及及び啓発に関する法律」が施行されて以降、本市では、こうした生活関連施策に加え、

アイヌ民族に関する文化振興施策にも取り組んでまいりました。中でも、平成 15 年（2003

年）に設置した札幌市アイヌ文化交流センターは、開設以来、アイヌ民族の歴史や伝統文化

に触れる拠点として、多くの市民や観光客の皆様に親しまれてきました。 

平成 19 年（2007 年）に、国連総会で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択さ

れ、また、平成 20年（2008 年）に、国会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決

議」が採択されて以降、アイヌ施策を推進する環境は大きく変わりました。 

こうした環境の変化を踏まえ、本市では、平成 22年（2010 年）９月に「札幌市アイヌ施

策推進計画」を策定し、その目的として定めた「アイヌ民族の誇りが尊重されるまちの実現」

に向け、これまで様々な取組を進めてまいりました。 

令和元年（2019年）５月、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策

の推進に関する法律」が施行され、アイヌ施策に関する新たな基本理念などが示されたほか、

令和２年（2020年）７月、アイヌ文化の復興や民族の共生に関する拠点として、白老町に民

族共生象徴空間が開業するなど、前計画の策定から 10 年を迎えた今、アイヌ施策を推進する

環境は、再び大きく変化しています。 

さらには、令和４年（2022 年）に、市制施行から 100 年という節目を迎える中にあって、

人口減少や少子高齢化といった重要な課題に直面し、また一方で海外からの観光客が増加す

るなど、この 10年を経て、本市を取り巻く環境も大きく変わりました。 

こうした状況を踏まえ、今後本市が取り組むアイヌ施策を改めて整理し、総合的かつ計画

的にアイヌ施策を推進していくため、「第２次札幌市アイヌ施策推進計画」を策定いたしま

した。今後は、本計画に沿い、本市一丸となって、「アイヌ民族の誇りが尊重されるまちの実

現」に取り組んでまいります。 

最後に、本計画の策定に当たり、札幌市アイヌ施策推進委員会の委員を始め、意見交換会

や市民意識調査に御協力いただいた皆様、そしてパブリックコメントに御意見を寄せていた

だいた皆様に、心よりお礼申し上げます。 

令和３年（2021年）３月 
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【表紙について】 

本計画の表紙に掲載したアイヌ文様の刺しゅう作品は、平成 30 年度に実施した「アイヌアート・
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